
■対象団体 ① 八潮市社会福祉協議会(八潮市ボランティアセンター)に届出し、その技能や時間等を
他人や社会に貢献することを目的としたボランティア活動団体

② 他の制度により補助金等の交付を受けていない団体 ③ 会員が５人以上の団体
④ 活動実績が補助金交付申請年度の４月１日において１年以上ある団体

■補助対象事業
① 団体が行う地域福祉推進事業 ② 団体活動に必要な啓発事業

■補 助 金 対象経費の２分の１以内(上限５万円。予算の範囲内で審査のうえ交付します。)
■申請方法 ４月１１日(木)から５月２４日(金)まで八潮市社会福祉協議会窓口にて配付予定の所定の

申請書に必要書類を添付のうえ、八潮市社会福祉協議会(八潮市ボランテｨアセンター)まで
申請してください。

■申請締切 ５月３１日(金)
■申込・問い合わせ先

八潮市社会福祉協議会(八潮市ボランティアセンター) TEL:０４８-９９５-３６３６

■対象事業 次のすべてに該当する団体が実施するまちづくりの課題に取り組む事業
■対象要件 ① 市内に事務所または活動場所を有すること

② 構成員が５名以上で、構成員の２分の１以上が市内に在住、在勤又は在学していること
③ 団体の運営に関する規約などを定めていること
④ 適切な会計処理が行われていること など

■助 成 金 ① 発足３年以上の団体：限度額１０万円(対象経費の３分の２以内)
② 発足３年未満の団体：限度額５万円
※１,０００円未満切り捨て ※①は昨年度交付団体は申請不可

■審 査 審議会内での事業説明(１０分程度)あり
■申請方法 申請書類(市民協働推進課または市ホームページで入手)を市民協働推進課窓口へ

提出してください。事前相談可能です。
■申請締切 ４月３０日(火)
■申込・問い合わせ先

八潮市市民協働推進課
TEL:０４８-９９６-２１１１(内線３２８) E-mail:shiminkyodo@city.yashio.lg.jp

■助成内容 ① 子ども食堂の運営に対する助成→年間の運営に必要な食費や会場の賃借料等を助成
② 子ども食堂の開設・拡充に伴う設備助成→食器や調理器具、家具等の購入費用を助成

■対象団体 ① 子ども食堂を特定の場所で月１回以上開催すること
② 過去にオリックス宮内財団から助成金を２回以上受けていないこと
③ 子ども食堂の開催に際し、安全面や衛生面の配慮がされていること
④ 団体固有の口座を有していること
⑤ 主な活動先の社会福祉協議会等の推薦が得られること
⑥ 非営利団体としてこども食堂を運営していること
⑦ 子ども＋保護者人数が参加者人数の５０パーセント以上を占めること

■助成金額 ①②とも上限３０万円
■応募方法 所定の申請書に必要事項を記入し、以下の書類を添えて郵送

① 子ども食堂応援プロジェクト２０２４年度助成申請書(推薦欄の記載・捺印済み)
② 団体の定款・会則等の規約および役員等の名簿
③ その他 事業に関する資料(記事・チラシ・写真・見積書・直近の実績報告書など)

■締 切 ４月３０日(火)必着
■申込・問い合わせ先

公益財団法人 オリックス宮内財団 事務局
〒105-0023 東京都港区芝浦１－１－１ TEL:０３－６８９１－７９１６

１.ふれあいの詩基金助成

■対象団体 活動実績が１年以上ある県内のボランティアグループや学校のＰＴＡ、親の会等

■対象事業 ① 障がい者の社会参加を直接的に支援する事業

② ボランティア活動、障がいへの理解など、啓発を目的とした事業

③ ボランティア活動振興の目的であり、かつ緊急に必要な資機材等の購入を目的とした事業

④ その他、県社協会長が特に認める事業

■申込期限 ５月７日(火)必着【最寄りの市町村社会福祉協議会宛】

２.浦和競馬こども基金助成事業

■対象団体 活動実績が１年以上の子どもを支援する団体

■対象事業 埼玉県内の様々な困難を抱える子どもたちを支援する事業

■申込期限 ５月７日(火)必着【最寄りの市町村社会福祉協議会宛】

３.こども食堂・未来応援基金助成事業

■対象団体 ① 令和４年４月１日以降に立ち上がった新設団体

② 令和４年４月１日以降に新たな拠点を設けて事業を行う団体

■対象事業 (１)子どもたちを対象とした居場所づくり事業

(子ども食堂、学習支援・自習の場、プレーパーク、多世代交流を目的とした居場所の

ほかヤングケアラー等困難を抱える子どもに居場所を提供する活動)

(２)フードパントリーに併設された居場所づくり事業

(フードパントリーの活動団体が、親子で参加できるイベント等の企画・実施を通じて

居場所を提供する活動)

■申込期限 (１)、(２)ともに

第１回 ５月 ７日(火)必着【最寄りの市町村社会福祉協議会宛】

第２回 ７月３１日(水)必着【最寄りの市町村社会福祉協議会宛】

第３回 １０月３１日(木)必着【最寄りの市町村社会福祉協議会宛】

１､２､３ いずれも
■助成金額 １団体につき上限１０万円(浦和競馬こども基金助成事業のみ８万円の場合あり)

■問い合わせ先 埼玉県社会福祉協議会 埼玉県ボランティア・市民活動センター

TEL：０４８－８２２－１４３５ FAX：０４８－８２２－３０７８

Email：vc@fukushi-saitama.or.jp

※申請は１団体１基金となります。

詳細はホームページ http://www.fukushi-saitama.or.jp/site/volunteer/research_３.htmlをご覧ください。


